
平成 27 年 7 月 27 日 

子ども・子育て会議（第 25 回）、子ども・子育て会議基準検討部会（第 28 回）合同会議

提出資料 

 

委員：木村 義恭 

（全国認定こども園連絡協議会） 

 

【保育士確保プランにおける保育士・保育教諭確保対策について】 

 

「待機児童解消加速化プラン」の確実な実施のため４０万人の保育の量の拡大に伴い、必要となる

保育士の確保を図るため国はこの取組を推進し、平成２９年度末までに、国全体として「４６．３

万人」の保育士を確保することを目標とし、なお、この「４６．３万人」から、平成２５年度の 

保育所勤務保育士数３７．８万人及び平成２９年度末までの自然増分２万人を差し引く等により 

算出した、新たに必要となる「６．９万人」との保育士を保育士確保プランにより確保する目標を

立てている。 

 この目標達成のため各種取組を推進頂いていることに心より感謝申し上げます。 

認定こども園が、平成 27 年 4 月 1 日において 2,800 園を超え待機児童解消に大きな力を発揮し

ていることは本会議でもご理解頂いているところですが、保育士確保プランにおいて、支援の対象

者が保育士または保育所に限定されていることは「待機児童解消加速化プラン」の確実な実施に 

おいて、アクセルと同時にブレーキを踏んでいる状況にあると考えます。人材確保が難しい現在 

確実な実施を図るため、認定こども園及び幼稚園等についても各種取組みの範囲を広げ対象として

頂けるよう求めます。またその実施が難しい場合はその要因をお知らせください。 

 

 対象事業 

● 保育士養成施設に対する就職促進支援事業 

⇒ 就職先に学校法人および認定こども園が対象となっていない 

 

 ●保育士・保育所支援センター機能強化事業 

⇒ 認定こども園が対象となっていない 

 

 ●保育士修学資金貸付事業 

⇒ 就学の返還免除が保育士とあり、保育教諭が対象と読み取れない。 

 

 ●保育士研修等事業 

⇒ 研修対象者が保育所の職員等に限定されており認定こども園が明記されていない。 
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